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１ 「地域福祉」について

２ 計画策定の趣旨・位置づけ

３ 計画の期間

令和８年度から令和12年度までの５年間とします。
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地域福祉計画
地域福祉活動計画
再犯防止推進計画

成年後見制度利用促進計画

第３次

地域福祉とは、誰もが住み慣れた地域で安心し

て自分らしく暮らせるように、住民・団体・事業

者・行政などが互いに協力し、地域のさまざまな

課題の解決に取り組み、地域をより良いものにし

ていこうとする考え方です。

また、「自助・互助・共助・公助」の考え方を

基本として、一人ひとりの努力、住民同士の支え

合い、公的制度や行政などの支援が連携し、誰も

が安心して暮らせる地域づくりを進めます。

こうした取組を通じて、制度や分野の枠、支え

る側・支えられる側といった関係を超えて、お互

いに助け合い、生きがいを持って暮らせる「地域

共生社会」の実現を目指します。

富岡市と富岡市社会福祉協議

会では、これまで３次にわたり

地域福祉計画・地域福祉活動計

画を策定し、地域における支え

合いの仕組みづくりや、住民・

関係団体・行政が連携した取組

を進めてきました。

これまでの成果や課題を踏ま

え、また、地域福祉と関連の深

い「富岡市成年後見制度利用促

進計画」や「富岡市再犯防止推

進計画」を包含し、地域共生社

会の実現に向けた取組をさらに

発展させるため、第４次富岡市

地域福祉計画・地域福祉活動計

画を策定します。
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適切な支援につなぐ仕組みづくり

包括的な相談・情報提供の仕組みづくり

安全・安心なまちづくり

住民同士のつながりによる支え合いの支援

地域福祉の担い手づくり

地域福祉の意識醸成

第３次計画取組状況

順調に進んでいる 進んでいるが問題がある ほとんど進んでいない 事業が完了している その他

４ それぞれの視点からみた富岡市の課題

統計の結果や、市民アンケート・団体ヒアリング等の意識調査の結果、第３次計画の取組状況からみえてきたことを踏まえ、

地域福祉の推進にあたり次のような課題が浮かび上がっています。

■統計・市民意識からみた課題

■第３次計画の取組状況からみた課題

第３次計画では一定の成果があった一方、課題も明らかになりました。普及啓発は参加層に偏りがあり、幅広い世代への

浸透が課題です。また、地域活動やボランティア活動の担い手の固定化や後継者不足、支え合い活動の継続性、防災・生活

環境整備の不十分さも指摘されました。特に、多言語対応を含む相談・情報提供体制の強化が求められています。

■施策展開の視点

本計画では、これまでの取組で重視してきた「人づくり」「地域づくり」「仕組みづくり」の３つの視点を引き続き基本に

据えます。

人口減少や少子高齢化、世帯規模の縮小、ひと

り暮らし高齢者の増加などにより、日常生活に不

安を抱える世帯が増加しています。また、複合的

な課題も顕在化しており、既存制度だけでは対応

が難しいケースも見られます。

地域活動やボランティア活動への参加は、一定

程度維持されているものの、担い手不足や若年層

の参画の低さが課題です。

さらに、地域のつながりや互助の希薄化も進ん

でおり、安全・安心な暮らしを支える基盤の強化

が求められています。
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５ 計画の基本理念・基本目標・体系

■基本理念

本計画の位置づけ、これまでの取組の継続性、本市の現状と課題への対応などを踏まえ、基本理念は「第３次富岡市地

域福祉計画・地域福祉活動計画」から継承し、以下のとおりとします。

ともに支え合い 誰もがいきいき

元気なまち「とみおか」
■基本目標

基本理念に基づく取組の基本目標を、以下の３つとします。

目標１ 地域福祉を支える 人づくり
地域福祉の基盤として「自助」の力を大切にし、市民の支え合いを引き出すことで、生活課題を自分ごととして主体

的に行動できる人を増やす。

目標２ 安心して暮らすための 地域づくり
市民の支え合いの力を地域で活かし、実情に応じた「互助」の仕組みを築くことで、誰もが安心して暮らせる“地域

まるごと”の支援体制を整える。

目標３ さまざまなニーズに対応できる 仕組みづくり
個人・家族・地域の多様な課題に柔軟に対応できる体制を整え、「共助」「公助」を生かした仕組みづくりにより、地

域共生社会の実現に向けた体制充実を図る。

■計画の体系

基本理念 基本目標 具体的な施策

と
も
に
支
え
合
い

誰
も
が
い
き
い
き

元
気
な
ま
ち
�
と
み
お
か
�

目
標
1

地域福祉を
支える
人づくり

(１) 地域福祉の意識啓発

(２) 福祉教育の推進

(３) 地域福祉の担い手確保・育成

(４) 地域福祉活動団体への支援

目
標
２

安心して
暮らすための
地域づくり

(１) 生活課題の把握と解決に向けた体制づくり

(２) 交流と支え合いの推進

(３) 防災体制の強化

(４) 安全・安心のための環境整備

(５)
再犯防止の推進

【富岡市再犯防止推進計画】

目
標
３

さまざまな
ニーズに
対応できる
仕組みづくり

(１) 組織・制度を横断した相談体制づくり

(２) 情報提供の強化

(３) さまざまな困難を抱えた人への支援の強化

(４)
権利を擁護するための仕組みの構築

【富岡市成年後見制度利用促進計画】
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６ 具体的な施策の展開

目標１ 地域福祉を支える 人づくり

（１）地域福祉の意識啓発 （２）福祉教育の推進

市民にとって身近でわかりやすい情報発信や、気軽に参加で

きる機会の提供を通じて、福祉を「自分ごと」として捉えら

れるよう意識を高めていくことが求められています。

学校教育や社会教育、地域の集まりなどさまざまな場を活用

し、市民が福祉について学び・体験できる機会をさらに充実

させることが求められています。

◆主な取組

市民一人ひとりが、地域ぐるみの福祉や身近な支え合いにつ

いて理解を深め、具体的な行動につなげられるよう、講演会

やイベントの開催、デジタルツールを活用した学びの場の提

供を通じて、地域福祉を知り・考える機会の充実を図りま

す。

◆主な取組

中学生ボランティア体験学習など、若い世代が福祉に触

れる機会を通じて、次代を担う人づくりの推進を図りま

す。

（３）地域福祉の担い手確保・育成 （４）地域福祉活動団体への支援

さまざまな世代や立場の住民がそれぞれの役割を持ち、地

域活動に参加できる環境を整備するとともに、新たな担い

手の育成が求められています。

地域活動団体が継続的かつ効果的に活動できるよう、団体

ごとの課題に寄り添った支援の充実が求められています。

◆主な取組

各種のボランティア養成講座の充実により、担い手の育成

と確保を図ります。

◆主な取組

共同募金や善意銀行の仕組みを活用し、地域活動団体やボ

ランティア団体への支援を推進します。
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目標２ 安心して暮らすための 地域づくり

（１）生活課題の把握と解決に向けた体制づくり （２）交流と支え合いの推進

住民が安心して暮らし続けるためには、地域の実情を的確

に把握し、多様な主体が連携・協働して課題解決に取り組

む体制づくりが求められています。

子どもから高齢者まで幅広い世代が交流でき、誰もが安心

して参加できる「つながりの場」を広げていくことが求め

られています。

◆主な取組

生活支援コーディネーターや民生委員・児童委員と連携

し、地域課題の把握と解決に向けた取組を進めます。

◆主な取組

「いきいき健康教室」などの介護予防・健康づくりの取組

を通じて、住民同士の交流と支え合いの促進を図ります。

（３）防災体制の強化 （４）安全・安心のための環境整備

災害発生時には行政だけの対応では限界があるため、地域住

民や自治会、ボランティア団体などが連携し、平常時から備

える体制づくりを進めることが求められています。

生活に密着した移動支援の仕組みづくりと、誰もが安心

して利用できる交通・生活環境の整備が求められていま

す。

◆主な取組

災害発生時などにおける迅速な情報伝達と住民の安全確保

を図るため、防災アプリ「防災富岡」を活用し、安全な避

難行動の促進に努めます。

◆主な取組

自家用車に頼らず移動できるよう、日常生活に欠かせない

買い物や通院などの移動手段として、愛タクの運行と情報

提供を充実させます。

（５）再犯防止の推進 【富岡市再犯防止推進計画】

地域の受入体制や住民理解が不十分なままでは、社会復帰が円滑に進まないおそれがあることから、地域全体で理

解を深め、生活再建や就労・修学支援を通じて再犯防止につなげる体制づくりが求められています。

◆主な取組

「社会を明るくする運動」富岡甘楽推進委員会を中心に、犯罪や非行をした人の更生について理解を深める活動に

取り組みます。
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目標３ さまざまなニーズに対応できる 仕組みづくり

（１）組織・制度を横断した相談体制づくり （２）情報提供の強化

行政部局や関係機関、地域活動団体が連携し、誰も取り残

さない包括的な相談支援体制の整備が求められています。

福祉サービスに関する情報をわかりやすく、探しやすく提

供する体制を強化するとともに、さまざまな媒体を活用し

た発信体制の整備が求められています。

◆主な取組

「重層的支援体制整備事業」に位置づけられる、分野や制

度の枠にとらわれず、あらゆる相談を受け止める「断らな

い・誰も取り残さない」相談体制を構築するため、所管部

署や関係機関と連携して適切な支援につなぐ仕組みを推進

します。

◆主な取組

外国人住民やデジタル機器の利用が難しい方など、さまざ

まな市民が必要な情報にアクセスできるよう、多言語化や

わかりやすい表現への工夫を進めます。

（３）さまざまな困難を抱えた人への支援の強化
（４）権利を擁護するための仕組みの構築

【富岡市成年後見制度利用促進計画】

困難を抱える人や家庭を早期に把握し、切れ目のない支援

につなげる体制のさらなる強化が求められています。

市民への制度理解の促進や支援機関との連携を強化し、誰

もが安心して権利を守ることができる地域体制の整備が求

められています。

◆主な取組

外国人住民や社会的に孤立しやすい人、多様な背景をもつ

人が安心して相談できるよう、多言語対応ややさしい日本

語での相談体制の充実を図ります。

◆主な取組

成年後見制度や日常生活自立支援事業について、周知・啓

発を進め、市民の理解を深めます。




